
（別添書類第７号） 

事業区域に係る他の公共・公益施設の管理者の意見書 



別添書類第７号－1

（別添書類第７号）事業区域に係る他の公共・公益施設の管理者の意見書 

本書類は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第１４条第２項第８号で規定さ

れる「事業区域に係る他の公共・公益施設の管理者の意見書」である。 

当該事業区域に係る他の公共・公益施設の管理者の意見書を添付する。 














































